
 

 

 

 

 

 

 

中学３年間で『高校を卒業する力』  

『仕事を続けていく事のできる力』をつけよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏に向かうとともに、日も長くなり始めました。明るいことで門限時間を間違っていません

か？夜から朝方には多くの危険が存在します。トラブル（被害・加害）に合うケースも明るい昼

より、高くなります。必ず家で門限を決め、子どもを守りましょう。 

 

【大阪府青少年健全育成条例】…こんな内容です。知っていますか？ 

 自由な外出時間は午後８時までです。（８時は遅い気がします。家庭でルールを決めてくださ

い。）それ以降の外出の際は、保護者同伴とし、午後１０時までに帰宅することがルールです。これ

は、「大阪府青少年健全育成条例」で決められています。午後１０時から翌日の午前４時までは、特

別な事情がない限り、保護者同伴でも飲食店等への出入りも禁止されています。当然、友人宅へ

の外泊はできません（条例違反になります） 

※ 大阪府青少年健全育成条例第２５条 

保護者は、通勤通学その他正当な理由がある場合を除き、夜間に青少年を外出させないよ

うに努めなければなりません。 

◇16歳未満の者は、午後８時から翌日の午前４時 

 

 

LINE（SNS）について 

LINE など SNS で大きな事件がたくさん発生しています。身近なところでもトラブルが起き

ています。正しい使い方をすれば大変便利なツールかもしれませんが、使い方を間違えると 

※ いじめの被害者・加害者になる可能性が… 

※ LINE依存、携帯依存になり、携帯を離せなくなる。学習面にも悪影響です。 

※ その他の犯罪の被害者・加害者になる可能性も… 

中学生がスマートフォンを持つためには保護者の許可、保護者の署名が必要です。保護者

の管理の下、使用できるスマートフォンですので、大切なお子様を守るという観点から、ご家

庭での指導を含め管理の程よろしくお願いいたします。また、インターネット接続機器も同様

です。 

 

☆保護者の皆様へ☆ 

今回は子どもを守るという観点から、生徒指導通信を書かせて

もらいました。現在茨木市内でも、多くのトラブルを聞いています。

その中のいくつかは、もう少しルールを高くしてやれば…。もう少し

厳しく指導しておけば子どもたちを守ることができた事例も多く存

在します。子どものためにきちんとルールを決めてやることも大人

の仕事だと感じています。保護者と学校で協力をし、子どもたちを

守っていきましょう。特に夏休みは丁寧に声かけをしましょう。 
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茨木市立三島中学校 

生徒指導通信 

第５号 

生徒指導委員会 

「自律 ・ 友愛 ・ 創造」 

～  夢を育み、笑顔に会える、愛いっぱいの学校  ～ 

6月のテーマ意識できていますか？みんなの仲間が考えてくれたテーマで

す。しっかり意識し、生活しましょう。 


